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新株予約権の募集事項の決定 

 

 株主割当て その他の割当て方法 

非

公

開

会

社 

［Ａ］非公開会社 

 

原則：株主総会の特別決議（会社 241Ⅲ

④・309Ⅱ⑥） 

 

例外：定款で定めれば取締役・取締役会

に委任可［期間制限なし］（会社 241Ⅲ①

②） 

 

［Ｂ］非公開会社 

 

原則：株主総会の特別決議（会社 238Ⅱ・309

Ⅱ⑥） 

＋有利発行なら理由説明（会社 238Ⅲ） 

 

例外：株主総会の特別決議により取締役・取

締役会に委任可［1年の期間制限］（会社 239） 

＋有利発行なら理由説明（会社 239Ⅱ） 

 

公

開

会

社 

［Ｃ］公開会社 

 

取締役会［払込金額にかかわりなく］（会

社 241Ⅲ③） 

［Ｄ］公開会社 

 

原則：取締役会（会社 240Ⅰ） 

 

例外 1：引受人が総株主の議決権の過半数を

有することになる場合（会社 244の 2） 

 

例外 2：有利発行 

→［Ｂ］と同じ（会社 240Ⅰ） 
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募集新株予約権の発行 

 

<株主割当て> 

 

 

 

<株主割当て以外（総数引受契約を締結する場合）> 

 

 

  

ⓐ株主に通知 

（会社 241Ⅳ・242Ⅰ） 

ⓑ株主からの申込み 

（会社 242ⅡⅢ） 

 

ⓒ払込み（会社 246Ⅰ） 

 

申込期日（会社 241Ⅰ②）までに申し込まない株主 

→失権（会社 243Ⅳ） 

申し込んだ株主＝割当てを受ける（会社 241Ⅰ①Ⅱ） 

＝割当日（会社 238Ⅰ④）に新株予約権者に（会社 245Ⅰ①） 

 

 

行使期間（会社 236Ⅰ④）初日または払込みの期日（会社 238

Ⅰ⑤）までに新株予約権について全額払込み 

→この払込みをしなければ新株予約権は行使できず消滅 

（会社 246Ⅲ・287） 

募集事項等の決定 

（会社 236・238Ⅰ・241） 

ⓑ総数引受契約 

（会社 244） 

ⓒ払込み（会社 246Ⅰ） 

公開会社で取締役会により募集事項決定 

→株主に通知または公告（会社 240ⅡⅢ） 

 金商法開示で代替される場合（会社 240Ⅳ、会社則 53） 

 

（株主総会の特別決議で募集事項を決定する場合は、それに

よって株主に伝えられる） 

 

 

総数引受者 

＝割当日（会社 238Ⅰ④）に新株予約権者に（会社 245Ⅰ②） 

 

 

行使期間（会社 236Ⅰ④）初日または払込みの期日（会社 238

Ⅰ⑤）までに新株予約権について全額払込み 

→この払込みをしなければ新株予約権は行使できず消滅 

（会社 246Ⅲ・287） 

ⓐ募集事項の公示 

募集事項の決定 
（会社 236・238～240） 
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<株主割当て以外（総数引受契約を締結しない場合）> 

 

 

 

 

 

  

          申込者 

 

（ⓓ割当てを受ければ）↓ 

       新株予約権者 

 

会社 

ⓑ通知 

ⓒ申込み 

ⓔ出資の履行 

ⓐ募集事項の公示 

ⓓ割当て 

ⓑ申込みをしようとする
者に通知（会社 242Ⅰ） 

ⓓ割当て 

（会社 243Ⅰ） 

公開会社で取締役会により募集事項決定 

→株主に通知または公告（会社 240ⅡⅢ） 

 金商法開示で代替される場合（会社 240Ⅳ、会社則 53） 

 

（株主総会の特別決議で募集事項を決定する場合は、それに

よって株主に伝えられる） 

 

 

目論見書で代替される場合（会社 242Ⅳ、会社則 55） 

 

 

 

 

 

 

 

 

割当ての決定権限（会社 243Ⅱ） 

割当数の通知（会社 243Ⅲ） 

割当てを受けた者 

＝割当日（会社 238Ⅰ④）に新株予約権者に（会社 245Ⅰ①） 

 

 

行使期間（会社 236Ⅰ④）初日または払込みの期日（会社 238

Ⅰ⑤）までに新株予約権について全額払込み 

→この払込みをしなければ新株予約権は行使できず消滅 

（会社 246Ⅲ・287） 

ⓐ募集事項の公示 

ⓒ申込み 

（会社 242ⅡⅢ） 

ⓔ払込み（会社 246Ⅰ） 

募集事項の決定 
（会社 236・238～240） 
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募集新株予約権の発行について争う方法 

 

 発行そのものを争う 損害賠償責任の追及 

事前 募集新株予約権の発行の差止め 

（会社 247） 

― 

事後 新株予約権の発行の無効の訴え 

（会社 828Ⅰ④） 

 

新株予約権の発行の不存在確認の訴え 

（会社 829③） 

[1]役員等の任務懈怠責任（会社 423） 

[2]役員等の対第三者責任（会社 429） 

[3]不公正な払込金額で新株予約権を引き受

けた者等の責任（会社 285） 

[4]出資された財産等の価額が不足する場合

の取締役等の責任（会社 286） 

[5]新株予約権に係る払込み等を仮装した新

株予約権者等の責任（会社 286の 2） 

[6]新株予約権に係る払込み等を仮装した場

合の取締役等の責任（会社 286の 3） 

 

 

新株予約権の譲渡 

 

 譲渡の方法 

（効力要件） 

第三者への対抗 会社への対抗 

ⓐ新株予約権証券不発行 意思表示 名義書換え 

（会社 257Ⅰ） 

名義書換え 

（会社 257Ⅰ） 

ⓑ記名式新株予約権証券

発行・記名式新株予約権

付社債券発行 

証券の交付 

（会社 255） 

証券の交付 

（会社 257Ⅱ参照） 

名義書換え 

（会社 257ⅠⅡ） 

ⓒ無記名式新株予約権証

券発行・無記名式新株予

約権付社債券発行 

証券の交付 

（会社 255） 

証券の交付 

（会社 257Ⅲ） 

証券の交付 

（会社 257Ⅲ） 

ⓓ振替新株予約権・振替新

株予約権付社債 

＝証券不発行（社債株式振

替 164Ⅰ・193Ⅰ） 

譲受人口座への記

載・記録（社債株式

振替 174・205） 

譲受人口座への記

載・記録（社債株式

振替 174・190・205・

224） 

譲受人口座への記

載・記録（社債株式

振替 174・190・205・

224） 

 


